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令和２年度 一般会計歳出 第３款２項３目 地域施設費 12節（１） 

受付 

番号 

種 目 番 号 

 連絡先 

委託担当 

旭区 地域振興課 生涯学習支援係 担当者名 高橋 節也 

                 電話  954-6097 

 

                          設             計             書  

  

１ 委 託 名   白根地区センター体育室バスケットゴール更新委託        

 

２ 履 行 場 所   白根地区センター体育室                    

 

３ 履 行 期 間   契約締結日から令和３年３月３１日まで             

 

４ 契 約 区 分   ■ 確定契約              □ 概算契約       

 

５ その他特約事項   なし                             

 

６ 現 場 説 明   不要                             

 

７ 委 託 概 要 

 白根地区センター体育室に設置されている折畳式バスケットゴール 

１対（２基）の解体撤去及び新規取付  
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  ８ 部 分 払         

 

       □ す る （    回以内） 

 

       ■ しない 

                                    部 分 払 の 基 準            

業 務 内 容         
履  行 

予定月 
数  量 単 位 単   価 金    額 

      

      

      

      

      

      

      

                         ※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額 

                           ※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。 

 

 

 

 

  委託代金額 

               

 

   内訳 業務価格 

                

 

消費税及び地方消費税相当額 
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内    訳    書 

※ 概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む 

名      称 形状寸法等 数量 単位 
単 価 

(円) 

金    額 

(円) 
摘 要 

折畳式バスケットゴ

ール 
仕様書のとおり １ 対      

既設バスケットゴー

ル処分費 
１対（２基） １ 式      

工事費 
解体（２基）、 

取付（２基） 
１ 式      

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

小計         

消費税 10％        

合計         



１　委託概要

　　本委託は、横浜市旭区白根四丁目６－１所在、横浜市白根地区センター体育室に設置されてい

　るバスケットゴール１対（２基）の解体撤去及び新規取付を行うものである。

２　履行期間

 (1)　本委託の履行期間は、契約締結日から令和３年３月31日までとする。

 (2)　本委託履行に際しては、本市担当職員及び施設担当職員と期日及び期間を十分協議のうえ、

　　実施工程を決定すること。

３　バスケットゴール仕様（新規）

 (1)　構造 ：折畳式

 (2)　操作方法 ：電動、無線式

 (3)　取付 ：壁面固定式

 (4)　板タイプ ：上下調節式プラスチック板

 (5)　製造者 ：（公財）日本バスケットボール協会 検定工場会 会員であること。

４　委託業務内容

　　本委託の業務内容は、次のとおりとする。

 (1)　既設の折畳式バスケットゴール（１対）を撤去し、新規バスケットゴール（１対）の取付

　　を行うこと。施工は工期の短縮を図るため２基同時に行うこと。

 (2)　撤去した既設バスケットゴールの廃棄処分を行うこと。

 (3)　取付後の各寸法が（公財）日本バスケットボール協会の定める規格内であること。

 (4)　取付後は動作確認を行い、異常のないことを確認すること。

５　注意事項

 (1)　本委託の施工前に作業計画表（工程表）を提出し、事前の協議を行うこと。

 (2)　施工にあたっては、当該部分以外の施設業務に支障を生じさせないこと。

 (3)　作業においては、事故等の発生予防に努め、安全管理に万全を期すこと。

 (4)　体育室の床、壁等の汚損、破損を防止するため、養生を行った上、作業にあたっては、十

　　分注意すること。汚損、破損が生じた場合は速やかに施設職員又は本市職員に報告すること。

 (5)　高所での作業に際し、足場等を設ける場合は、作業が容易に行える構造とし、堅牢にして

　　安全性の高いものとすること。

 (6)　既設バスケットゴールの廃棄処分にあたっては、適切な廃棄物処理が完了したことを証明

　　する書類（マニフェストの写し等）を提出すること。

 (7)　作業終了後には完了届とともに、作業前、作業後の写真を添付した報告書を提出すること。

６　法定資格等

 (1)　法定等資格者の就労

 　　 受託者は、本委託の中で法定等資格者の就労を必要とする作業には、必ずその有資格者を

 　 当てなければならない。また、職務についても法、基準に則り確実に遂行するよう管理する

　　こと。

仕 様 書

－ 1 －



 (2)　法定作業主任者の選任

 　 　受託者は、労働安全衛生法に定められた危険作業（足場組立作業）を行う場合には、有資

　　格者の中から作業主任者を選任しなければならない。

 (3)　作業者の指定

 　　 本委託に従事する作業者は、定められた作業遂行に十分な経験と技能、必要資格を有する

 　 と共に十分な安全意識をもち、かつ定められた基準や本市立会職員の安全指導を遵守できる

　　能力のあるものとする。

－ 2 －



 

【写真】白根地区センタ―体育室バスケットゴール（令和元年６月撮影） 



白根地区センター体育室　寸法

単位：M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1

2

3

4

5

6

7

8 スタッフ控室

9

10 19.2m

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 4.8m 倉庫

23

24

25 9.6m 9.6m 9.6m

26 28.8m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

W
更衣室

M
更衣室

受付 W.Wc

M.Wc
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